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８  会議の概要  

分科会長   ただいまから、令和元年６月定例会の予算決

算委員会総務文教分科会を開会いたします。  

審査に先立ち、分科会記録の署名委員に、成

田委員、横野委員を指名いたします。  

当分科会に送付されました各案件の審査につ

いては、各部局単位とし、お手元に配付して

あります分科会審査順序のとおり行う予定で

あります。 

なお、委員及び当局の皆さんに申し上げます

が、質疑・答弁及び説明については、簡潔・

明瞭に行っていただきますようお願いいたし

ます。 

これより、選挙管理委員会事務局所管分に入

ります。 

報告案件として提出されている、  

報告第１０号 平成３０年度富山市繰越明許

費繰越計算書、第２款総務費中、選挙管理委

員会事務局所管分  

を議題といたします。 

これより、当局の説明を求めます。 

選挙管理委員会 〔挨拶〕  

事 務 局 長  
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選挙管理委員会 〔議案書により説明〕 

事務局次長   

分科会長   これより、質疑に入ります。 

質疑はありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会長   ないようですので、これをもって質疑を終結

いたします。 

なお、ただいまの報告案件につきましては、

議決不要のものです。 

以上で、総務文教分科会選挙管理委員会事務

局所管分を終了いたします。 

午前１０時５５分  休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午前１１時０９分  再開  

分科会長   これより、総務文教分科会企画管理部所管分

の議案の審査を行います。  

議案第９４号 令和元年度富山市一般会計補

正予算（第１号）、第１条歳入歳出予算の補

正、歳出第２款総務費中、企画管理部所管分、

第３条債務負担行為の補正  

を議題といたします。 
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これより、順次、当局の説明を求めます。 

企画管理部長 〔挨拶〕  

企画管理部次長 〔企画管理部所管分の概要について、  

      議案説明資料により説明〕 

文化国際課長 〔議案第９４号中 

      文化振興事業費について、 

      文化施設整備事業費について、  

議案説明資料により説明〕  

分科会長   これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

赤星委員   議案説明資料３ページ、４ページの中規模ホ

ール整備官民連携事業における債務負担行為

の設定について伺いたいと思います。  

まず、さきの３月議会終了後から中規模ホー

ル整備基本計画（案）について、またその後

には、実施方針（案）及び要求水準書（案）

を公表され、意見の募集を行っておられまし

た。  

それぞれ何件の意見や質問があったか、お聞

かせください。  
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文化国際課長 まず、中規模ホール基本計画（案）に対する

パブリックコメントを行っておりますが、こ

のパブコメに対する意見の提出につきまして

はゼロ件でございました。  

その後、５月になりまして、実施方針（案）

や要求水準書（案）に対する御意見、御質問

をいただいております。御質問は８７件、御

意見は２５件でございました。  

赤星委員   ありがとうございます。 

最初の基本計画（案）について、せっかくパ

ブコメを行ったのに御意見がゼロだったとい

うことは、残念な気がします。  

もっと市内の、例えば演劇ですとか、舞踊や

音楽といった文化関係団体などにも、今、パ

ブコメをやっていますので、ぜひ意見を出し

てくださいというような、そういうお声がけ

をしたらよかったのではないかと思うのです

が、このゼロ件ということをどのように受け

とめておられますか。 

文化国際課長 基本計画（案）のパブコメでの御意見はゼロ

件でございましたが、それまでにもたくさん

の御意見をいただいておりまして、それを反

映した形で基本計画の案をつくっております

ので、そのことによりパブコメ自体の件数が
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減ったのではないかと思っております。 

また、それ以降に行いました実施方針（案）、

要求水準書（案）への御意見はいただいてお

りますので、その中で提出されたものと考え

ております。 

赤星委員   その実施方針（案）と要求水準書（案）には、

質問が８７件、御意見が２５件ということで

したが、どのような御意見や質問があって、

それをどのように生かされていくのか、お伺

いします。 

文化国際課長 まず、質問の８７件につきましては、中規模

ホールの整備面積に係ることや、富山駅等か

らの動線の考え方など、事業者からの中規模

ホール整備に係るものということで、整備に

かかわる細かい質問がかなり多くございまし

た。  

御意見についてでございますが、事業者から

の整備に係る御意見に加えまして、舞台床の

仕様とか楽屋廊下の幅、客席の仕様など、中

規模ホールを使用される方の目線での御意見

もいただいております。 

これらの御意見は、大変参考とさせていただ

いているところでございまして、市が事業者

に具体的な水準を示しております要求水準書
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の中で反映させていただいているところでご

ざいます。 

赤星委員   ありがとうございます。 

議案説明資料４ページに事業スケジュールが

ございます。これまでにも多様な意見、いろ

いろな方面からの意見などを十分に反映しな

がら進めておられるということで、そのこと

は大変歓迎しております。  

事業スケジュールでは、今後、本年７月に募

集要項等を公表、それからいろいろとありま

すけれども、この中で、設計などが出てきた

場合ですとか、さらに公表して、また改めて

意見を募って、最終的に修正できるところは

修正していくと。よりよいホールにするため

に、そういったこともしてほしいと私は願っ

ております。そういったことの考え方はどの

ようになるのか、教えてください。 

文化国際課長 今後、募集要項を本年７月上旬には公表した

いと考えております。この際にも、御質問、

御意見をいただくこととしておりますので、

その期間の中で再度御意見をいただければ、

反映できるものは取り入れてまいりたいと考

えているところでございます。  
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赤星委員   ありがとうございます。 

もう１点、議案説明資料３ページに戻ります

けれども、敷地の余剰地ですね。余剰地につ

いては、面積にしてどれぐらいと考えられて

いるのでしょうか。 

文化国際課長 敷地面積自体は議案説明資料に書いてござい

ますとおり、８，４７２平米ございます。中

規模ホールで約半分ほどという形で考えてお

りますので、民間施設の方々には、最低売買

面積は４，０００平米以上ということでお願

いしたいと考えているところでございます。  

赤星委員   こういう位置にまとまった市有地があるとい

うことも貴重なことだと思うのですけれども、

今回、なぜ余剰地売却ということなのでしょ

うか。市が所有したまま、その上を活用して

いただくという考えと、売却するという考え

とは、どのように判断されているのでしょう

か。  

文化国際課長 富山駅北地区につきましては、広域的な都市

機能が充実しておりまして、本市が進めるコ

ンパクトシティ政策の観点からも非常に重要

な地域だと考えております。 

このため、芸術文化ホール北側の市有地約８，
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５００平米を有効に活用して、魅力ある都市

空間の形成を図っていく必要があると考えて

おります。 

これまでに実施しました芸術文化ホールの北

側市有地の開発に関する市場調査では、中規

模ホールと民間施設を別々に整備するのでな

く、一体事業として実施するほうが有効な活

用につながるなどの意見がございましたこと

から、本市といたしましては、敷地全体の魅

力向上と余剰地の最適活用が期待できるとい

うことで、中規模ホールと民間施設整備を一

体で進めるという形をとったところでござい

ます。 

赤星委員   そうなりますと、中規模ホールの部分の敷地

は市のもので、その周りを売却するという形

になるのですか。  

文化国際課長 民間施設の建物等につきましては、事業者か

らの提案になってまいりますので、変わって

まいります。 

ただ、民間施設部分につきましては、先ほど

申しましたように売却という方針になってお

りますので、決められた部分 民間施設で建

てられた部分については売却という形になっ

てまいります。  
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横野委員   これだけの、８，０００平米以上の敷地を有

効に使うための問題や、中規模ホールと今の

オーバード・ホールとの接続だとか、そのあ

たりのことは設計コンセプトの中でいろいろ

な要望が出てくると思うのです。  

例えば、ホテルの裏側に中規模ホールの入り

口を持ってきても外から見えないので  例え

ば、県営富山武道館側のほうにホールを建て

ていただいて、オーバード・ホールと２階で

つないで、両方のホールをうまく利用できる

というような、そういったコンセプト、提案

はあったのでしょうか。 

文化国際課長 今後、７月に募集要項を出しまして、これか

ら事業者からの提案が出てまいりますので、

今のところ、具体の提案はまだ伺っていない

ところでございます。 

横野委員   もう１点、赤星委員の質問にあったように、

例えば残った面積を民間企業に売却するとな

ると、買う側の民間企業は、道路に面した面

が欲しいとか、いろいろなことがあります。

逆に言うと、中規模ホールの建てる位置によ

っては、この土地を非常に有効に活用できる

と思うのです。  

民間に売るとなれば、当然その収入が入って



10

くるわけです。７７億円もかける方針でいく

ことは理解できるのですけれども、できるこ

となら土地を売って収入を上げたほうがいい

と思うので、その考え方には賛成です。この

地域一帯の文化施設をうまく交流するような

ものにしてほしいのです。  

欲を言えば、７００席ではなくて１，０００

席でお願いしたかったくらいなのです。一応、

今の７００席という１つの方針が出ている中

においては、やむを得ないというふうに思う

のですけれども、専門の皆さんがいろいろな

意見を言われていて、私にも電話がかかって

きて、何か言いたいことはないかと言われた

のですが  ともあれ、市が考えていることと、

検討に参加された専門の委員の皆さんの御意

見が、どのような形で集約されて今のこの数

字が出てきたのか、いろいろと経過はあると

思いますが、今からそれを聞くつもりはあり

ません。 

ただ、体育施設だとか、その辺の利用につい

ては十分検討してほしいという要望をしてお

きます。 

久保委員   １点だけ確認をさせてください。 

議案説明資料２ページ、文化事業基金費の中

で少しひっかかったのが、予算額の５万円が
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一般財源ということになっています。これを

議案書のほうで見てみますと、２ページ目の

歳入に寄附金のところがありますが、ここで

はこの寄附金は当然計上されていないわけで

す。  

ところが、それを踏まえて、議案書９ページ

に歳入の明細書が載っています。９ページに

は、呉羽丘陵フットパス連絡橋整備基金費寄

附金も含めたものが載っていまして、それを

見て歳出のほうを見ると、例えば１４ページ

なのですけれども、款８土木費、項５都市計

画費の目４公園費では特定財源として計上さ

れています。 

今回の文化事業基金への寄附金が本年３月末

に寄せられたということなので、一旦は一般

財源として受けた上で基金に支出するという

ことで間違いはないのかどうか、その１点を

確認させてください。 

文化国際課長 そのとおりでございます。３月に収入として

受けておりまして、余剰金として入ってきた

ものを財源とさせていただいておりますので、

一般財源という形とさせていただいていると

ころです。 

久保委員   その確認なのですけれども、そうすると、前
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年度の収入のところに寄附金として、歳入と

して計上されているということで間違いない

ですね。 

文化国際課長 そうでございます。  

久保委員   わかりました。  

分科会長   ほかにないようですので、これをもって議案

の質疑を終結いたします。  

これより、議案第９４号中  企画管理部所管

分の意見の表明を行います。 

意見の表明はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会長   意見の表明なしと認めます。 

以上で、総務文教分科会企画管理部所管分の

議案の審査を終了いたします。  

次に、報告案件として提出されている、 

報告第１０号 平成３０年度富山市繰越明許

費繰越計算書、第２款総務費中、企画管理部

所管分 

を議題といたします。 

これより、当局の説明を求めます。 
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企画管理部次長 〔議案書により説明〕 

分科会長   これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

分科会長   ないようですので、これをもって質疑を終結

いたします。 

なお、ただいまの報告案件につきましては、

議決不要のものです。 

以上で、総務文教分科会企画管理部所管分を

終了いたします。  

午前１１時３４分  休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午後  １時２７分  再開  

分科会長   ただいまから総務文教分科会を再開いたしま

す。  

これより、教育委員会所管分の議案の審査を

行います。 

議案第９４号 令和元年度富山市一般会計補

正予算（第１号）、第１条歳入歳出予算の補

正中、歳出第１０款教育費、第２条継続費の

補正中、教育委員会所管分  
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を議題といたします。 

これより、順次、当局の説明を求めます。 

教育委員会事務局長 〔挨拶〕 

教育委員会事務局次長 〔議案第９４号中 

（総務・社会教育担当） 教育委員会所管分の概要について、 

議案説明資料により説明〕  

教育総務課長 〔議案第９４号中 

小・中学校の将来のあり方検討事業について、 

議案説明資料により説明〕  

学校施設課長 〔議案第９４号中 

小学校プール改築工事について、  

小・中学校仮設校舎借上料について、  

議案説明資料により説明〕  

教育センター所長 〔議案第９４号中 

豊田適応指導教室排煙窓取替業務委託につい

て、  

議案説明資料により説明〕  

分科会長   これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 
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村石委員   それでは、議案説明資料の２ページをお願い

します。 

小・中学校の将来のあり方検討事業について

何点かお尋ねをします。 

これについては、恐らく富山市公共施設等総

合管理計画に基づいて行われるものだと思っ

ています。その中身、富山市公共施設等総合

管理計画の学校というところを見てみますと、

「小規模校となるものも存在する。その際は

統合を検討することも必要となる」というぐ

あいに書いてあります。 

それでは、小規模校とはどのような学校のこ

とを言うのでしょうか。 

教育総務課長 学校教育法の施行規則では、小学校ですとか

中学校においては、１２学級以上１８学級以

下を標準とされておりまして、学級数がそれ

より下の小学校、中学校については小規模校

というふうにしております。 

いわゆる複式学級などとなる学校につきまし

ては、過小規模校と言ったりしておりますけ

れども、こちらのほうは法令に載っているわ

けではなく、文部科学省の、例えば交付金の

関係の資料などを見ていますと、やはり複式

学級になるような学校については過小規模校

という表現がありますことから、そういった



16

表現を使わせていただいております。  

村石委員   今ほど定義というものを聞かせていただきま

したけれども、例えば、呉羽地区については、

小学校６校中、小規模校でない学校は１校だ

けなのです。あとは全て小規模校か、複式学

級の学校が２校あるということで、地域の方

にもいろいろな意見がありまして、いろいろ

なことを議員として聞いております。  

統合などの方向性については、富山市公共施

設等総合管理計画の中にも記載があり、学校

の方向性の①に、「公立小学校・中学校の適

正規模・適正配置等に関する手引き」を踏ま

え、と書いてあります。踏まえというのは、

案内書とか参考にするという意味だと思うの

ですけれども、そういうことを考えて再編に

取り組む、規模の縮小や統合を積極的に進め

ることとするということが富山市公共施設等

総合管理計画に記載されているのです。 

そこで、公立小学校・中学校の適正規模・適

正配置等に関する手引きの中身を何点か御紹

介いたしますと、こう書いてあるのですけれ

ども…… 

（「委員長、議案の審査からずれていません

か。これはその他のことではないでしょうか。
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議案はこの２５万４，０００円のことについ

てではないのですか」と発言する者あり） 

村石委員   この２４万４，０００円を使って…… 

（「２５万」と発言する者あり）  

村石委員   ２５万４，０００円を使って、今後どのよう

な周知をしていくのかということに対して、

内容についての質問をしているので、関係し

ていると思います。続けさせてください。よ

ろしいですか。  

委員長    はい。  

村石委員   簡単に言いますと、手引の４ページには「教

育的観点のみならず、地域の様々な事情を総

合的に考慮して検討しなければならない大変

デリケートかつ困難な課題であり」と書いて

ありますし、一方では、「学校の規模や通学

距離、通学時間、学校の統合や小規模校の充

実策、休校した学校の再開等に関する様々な

工夫の例示を含め」と、あくまでこれは参考

資料として利用してくださいということが書

いてあります。  

したがって、今から市広報に書く、特集面を
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使って書くとか、あるいは、今後いろいろな

ところで説明をするときには、こういう立場

をしっかりと踏まえた上でやっていかれるの

でしょうか。 

教育総務課長 今御紹介がありましたとおり、文部科学省の

つくっておられる手引に、市町村が小規模校

の適正規模・適正配置に向けた検討を行う際

の参考とするものであるとはっきり書いてあ

りますので、本市のあり方を検討する上でも

参考とするものだと考えております。  

村石委員   もう１点だけ、手引の内容を取り上げさせて

ください。 

４章は小規模校を存続させる場合の教育の充

実ということで書いてありまして、いろいろ

と議論をした上で小規模校を存続させるとい

うことも選択肢の一つですよというようなこ

とも書いてあるのですけれども、そういうこ

とは十分踏まえておられるのでしょうか。手

引の３３ページに書いてあります。 

（「もう一度お願いできますか」と発言する

者あり） 

村石委員   今、この議案説明資料を読んでいると、統合
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が重点として受けとめられるのですけれども、

進めていく中では、結果として  手引の中に

は、小規模校を存続させる場合の教育の充実

ということが書いてありますので、議論をし

た結果、小規模校を存続させることもあると

いうことを留意されていますかという質問で

す。  

教育総務課長 こちらの手引には、まさしく統合だけではな

く、通学区域の見直しですとか、小規模校の

充実などについてもいろいろと書いてありま

すので、こちらの手引を参考にこれから検討

していくということになろうかと思います。  

久保委員   繰り返しになるのですが、今は分科会という

ことで議長である舎川議員が外れております。

小・中学校の統合のあり方についての話を教

育委員会に問うのであれば、常任委員会とし

て、全委員が参加している状況で聞いていた

だきたいなと。先行して今の話をしていくと、

舎川議員がいないところで統合とか検討とか、

こういったものの内容について触れるように

も思えますので、そこについては注意してい

ただきたいなと思います。  

村石委員   最後にします。  
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議案説明資料２ページの内容の（２）のとこ

ろで、富山市自治振興連絡協議会の１３ブロ

ックとか、ＰＴＡの会合等ということが書い

てあります。例えば呉羽地区の場合には、呉

羽地区のＰＴＡ連絡協議会というものがあっ

たり、自治会のほうで研修会を行ったりもし

ていますので、そういうところとも連絡をと

り合って、出向いて説明を行うということは

できると思うのですが、１３ブロック全てに

そのような会があるわけではないので、その

場合にはどのような工夫をされるのでしょう

か。  

教育総務課長 おっしゃったとおり、既に研修会等をやって

おられるところと、そうでないところがある

というふうにはお聞きしております。  

今後、それぞれ代表となる校区があるそうで

すので、そちらのほうとお話しさせていただ

きながらそういう場を  もしなければ、そう

いう場を設けさせていただくような方向で調

整していきたいというふうに考えております。 

赤星委員   関連してですけれども、議案説明資料２ペー

ジの目的のところに、「小・中学校の将来の

あり方について議論を深めてもらうもの」と

あるのですが、この将来というのは、大体い
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つごろまでのことを想定しておられるのでし

ょうか。 

教育総務課長 将来を具体的に、５年後か１０年後かという

ことは、特に前提として決めているわけでは

ありません。これから情報提供をしていって、

それぞれどういう受けとめでいらっしゃるか

ということをまず聞き取ってまいりたいとい

うふうに思っておりますので、その流れの中

で将来が何年先かということは、何となく決

まっていくのではないかなというふうに思い

ます。 

赤星委員   ２の内容の（２）に、「富山市自治振興連絡

協議会の１３ブロック毎に行われる会議をは

じめ、ＰＴＡの会合等において」とあります。

現状の説明をして意見交換するということで

すが、これは何回ぐらいやられて、今年度、

どのような状況まで持っていきたいと考えて

おられるのですか。 

教育総務課長 まず、１３ブロックそれぞれに１回ずつさせ

ていただければというふうに思っております。 

その上で、さらにその地域から、ブロックか

ら、あるいはその校区から、何か個別に話が

あれば、別途、個別に対応していきたいと思
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っていますが、まずは１３ブロック、１３回

ということを考えております。  

赤星委員   わかりました。  

横野委員   趣旨は理解できました。問題は地域の意見を

どう反映するのかという、一番のポイントは

そこだと思います。現実問題として、統合あ

りきかどうかということが、そのことを中心

に走ってもらっても困るなと。そのあたりの

ことに注意していただくのと、ＰＴＡに対し

ては、やっぱり全部の学校のＰＴＡと話し合

うべきだと私は思います。  

もう１つ、１３ブロックについては、それぞ

れ自治振興会の組織があって、自治振興会長

さんを集めて、その中にＰＴＡの人も入って

もらうとか、皆さんの意見がうまく行き渡る

ようなやり方を企画してやっていただきたい

ということを要望しておきます。  

教育総務課長 おっしゃるとおり、自治振興会の会議にＰＴ

Ａの方にも来ていただこうかなということで、

これから調整してまいりたいと思います。 

分科会長   ほかにないようですので、これをもって議案

の質疑を終結いたします。  
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これより、議案第９４号中、教育委員会所管

分の意見の表明を行います。 

意見の表明はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会長   意見の表明なしと認めます。 

以上で、総務文教分科会教育委員会所管分の

議案の審査を終了いたします。  

次に、報告案件として提出されている  

報告第７号  平成３０年度富山市継続費繰越

計算書、第１０款教育費、  

報告第１０号 平成３０年度富山市繰越明許

費繰越計算書、第１０款教育費、  

以上２件を一括議題といたします。 

これより、当局の説明を求めます。 

学校施設課長 〔報告第７号中  

      小学校費について、  

議案書により説明〕 

生涯学習課長 〔報告第７号中  

      社会教育費（公民館建設事業費（八尾公民  

 館））について、  

議案書により説明〕 



24

図書館長   〔報告第７号中  

社会教育費（図書館施設整備事業費（図書館

旧本館解体））について、  

議案書により説明〕 

学校保健課長 〔報告第１０号中 

教育総務費について、 

議案書により説明〕 

学校施設課長 〔報告第１０号中 

      小学校費について、  

 中学校費について、  

議案書により説明〕 

分科会長   これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会長   ないようですので、これをもって質疑を終結

いたします。 

なお、ただいまの報告案件につきましては、

議決不要のものです。 

以上で、総務文教分科会教育委員会所管分を

終了いたします。  
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午後  １時５０分  休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午後  ２時４０分  再開  

分科会長   これより、総務文教分科会財務部所管分及び

歳入等の議案の審査を行います。  

議案第９４号 令和元年度富山市一般会計補

正予算（第１号）、第１条歳入歳出予算の補

正中、歳入全部、第４条地方債の補正  

を議題といたします。 

これより、順次、当局の説明を求めます。 

財務部長   〔挨拶〕  

財政課長   〔議案概要書により説明〕 

分科会長   これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

久保委員   きょうの午前中の企画管理部のところで疑問

に思ったものですから、本当なら事前に財政

課長に聞いておけばよかったのですが、直前

だったので質問させていただきます。  

一般会計の歳入のうち、寄附金があります。

寄附でいただいたときは、基本的に寄附金に

計上されるということでよろしいでしょうか。 
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財政課長   はい。寄附金として歳入に組み込んでまいり

ます。 

久保委員   企画管理部の議案説明資料に文化事業基金費

というところがありまして、この説明を見ま

すと、平成３０年度末に受け入れた法人１社

からの寄附金を富山市文化事業基金に積み立

てるものという記載がありまして、これを見

ると、一般財源から出されています。  

ほかの寄附金を見ると、呉羽丘陵フットパス

連絡橋整備基金の寄附金なども、歳入に寄附

金が入ったら、そのまま特定財源として積み

立てられていると思いますが、文化事業基金

費では一般財源というふうになっております。 

企画管理部に聞くと、寄附を受けたのが平成

３０年度末ということで、当初予算もしくは

平成３１年３月定例会の補正予算で寄附金の

歳入を立てているというような説明があった

のですが、確認してみたところ、歳入のとこ

ろには該当するような寄附金の表記がありま

せんでした。これについて、財源として、そ

もそも寄附をいつの時点でいただいて、いつ

の時点で一般財源に組み込まれたのか、わか

れば説明をお願いします。  

財政課長   平成３０年度受入れ分になってまいりますが、
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やり方といたしましては、平成３０年度で受

け入れましたら、平成３０年度の寄附金の収

入になります。  

通常ですと、寄附をいただきますと、その次

の補正予算で、基金に積み立てるとすれば基

金積立金という歳出予算を計上し、それの特

定財源として歳入予算を寄附金として立てる

わけなのですが、３月補正予算以降に寄附金

の受入れをいたしましたら、決算としては、

平成３０年度の寄附金で計上いたしますが、

積立てをする歳出予算がないものですから、

積立金は次の、翌年度の補正予算で積立金の

予算を計上し、平成３０年度で受け入れた寄

附金はそのまま繰越金になってまいります。

今回、一般財源となっているのは前年度繰越

金ということで、それを財源として翌年度の

基金に積み立てるという考え方でやっている

ものでございます。 

久保委員   今の説明ですと、当然補正予算は、３月末で

歳入の部分を閉めているわけではありません

ので  要は、補正予算が議会を通った後に寄

附があった場合、その歳入の部分はどこに計

上されてくるのか。今回の補正にも入ってい

ない、前回の補正にも当初にも入っていない

ということになると、そこの歳入の部分は、
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どこで見えてくるのか  決算で見えてくると

いうことで間違いないでしょうか。 

財政課長   歳入につきましては、必ずしも予算が必要と

いうことではありませんので、寄附金の受入

れがありましたら寄附金として受け入れまし

て、決算にあらわれてくることになります。  

久保委員   わかりました。  

分科会長   ほかにないようですので、これをもって議案

の質疑を終結いたします。  

これより、議案第９４号中、歳入全部及び地

方債の補正の意見の表明を行います。  

意見の表明はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会長   意見の表明なしと認めます。 

以上で、総務文教分科会財務部所管分及び歳

入等の議案の審査を終了いたします。  

次に、報告案件として提出されている  

報告第１０号 平成３０年度富山市繰越明許

費繰越計算書、第２款総務費中、財務部所管

分  

を議題といたします。 
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これより、当局の説明を求めます。 

財務部次長 〔議案書により説明〕 

分科会長   これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会長   ないようですので、これをもって質疑を終結

いたします。 

なお、ただいまの報告案件につきましては、

議決不要のものです。 

これで、６月定例会の当分科会に送付されま

した全議案の審査は終了いたしました。 

委員各位に御相談申し上げます。  

分科会長報告については、正・副分科会長に

御一任願いたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会長   それでは、そのように取り計らいます。 

これをもって、令和元年６月定例会の予算決

算委員会総務文教分科会を閉会いたします。  



30

令和元年６月定例会 

予算決算委員会総務文教分科会記録署名 

分科会長  髙 道  秋  彦  

署名委員  成 田  光  雄  

署名委員  横 野    昭  


